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フランクフル ト国際電気技術博覧会とその帰結

一 近代 ドイツにおける都市電力ネットワーク形成の-モデル-

森 宜 人

はじめに
Il)

近代における都市化は都市規模の拡大過程 としてだけでなく,それへの対応 としての都市内社

会資本の蓄積過程 としても捉えることができる｡都市内の社会資本は,都市経済を支える基盤 と

して機能するとともに,都市の社会生活全体のあ り方を左右するス トックとして,都市の歴史そ

のものを規定する｡ ドイツで都市化が急激に進展 した第二帝政期に,都市内社会資本の蓄積に最

も寄与 したのは各都市 自治体であった.'その背景には,1880年代以降の都市 自治が,都市経済

の公共部門における行政活動の拡大深化,行政組織の官僚制化 ･専門化,そしてこれ らの結果 と

しての財政の肥大化 を主たる指標 とする ｢自治体給付行政｣ (K｡mmu｡｡1｡Leistungsv｡l-WaltuL2;)

の急速な発展によって刻印されていたという事情がある｡

電力事業は,都市生活 との不可分な結びつ きのために, 自治体給付行政の中でも特に重視 さ

れ,電灯による照明や市街鉄道の電化に象徴 されるように,都市の経済的側面のみならず社会文

* 本稿は,社会経済史学会第72回全同大会 (2003年6月1l=t,於 :東京経済大学)におけるr-川1論迎報

告の報告原aT:3'に大幅な加三匹･訂正をしたものであり,また,l=l本学術振興会平成 15年度科学研究型補助

金 (特別研究n奨励字や)による研究成米の一部であるO

注 (1) 近年の ドイツ近代都市史研究では, ドイツ語独特の概念ではあるが都市化を ｢都市化｣

(Verstadterung)と ｢都市社会化｣(Urbanisierung)に区分する｡前者は都市人口の岬大のように

主として都市化の･inli的側面を示すのに対して,後者は,都市化による ｢都市性｣(Urbanitat)の変

化とその結果による都市社会の構造や制度の変動,さらには都市文化や都T剛()生活株式の社会全体

への浸透を怒味するJE的概念であるoLたがって,社会資本の苔桃による都市社会の変化は後者に

属する｡この点については,K.Tenfelde,●Urbanizationandthespreadofanul-banculturein

Germanyinthenineteenthandtwentiethcenturies',inF.Lenger(ed.),Towardsallurban llatio?i:

GermallySillCe1780,Oxford/NewYork,2002,pp.24-35を参照｡

(2) H.Matzerath,'KommunaleLeistungsverwaltung',inH.H.Blotevogel(Hg.),KonlmlLllale

LeisLullgSVeruJaLhLタlgundSiadteタltWichl7LナIg,K6h/Wien,1990,S.10,これ以外の自治体給付行政研究の

内,主たるものは以下を参照｡K.H.Kaufhold(Hg.),hlVeStio†leナIderStLuteim 19 2Llld20

Jahrhundert,Kbln/Weimar/Wien,1997;J.Reulecke(Hg.),DieStadtalsDienstleistuugszelltrum.

BeitragezurGeschwhteder''Sozialstadt''〃lDeutsc/lLalldm 19.undfruheナ120Jahrhulldert,St

Katharinen,1995;北住桐- r近代 ドイツ官僚国家と自治一社会国家-の道-1成文堂,1990年;閲

野満夫 rドイツ都市経営の財政史J中央大学出版部,1997年O

(3) 電灯導入の社会文化史的側面については,S.Becker,UrballiiLuulLdModerne.Siudienz24r

GroBstadtwahrJlehmullgulderdeutschenLiterai2Lr.1900-1930,SLIngbell,1993を参照｡市街鉄道の

電化については,馬場哲 ｢都市化と交通｣r岩波講座世界歴史 第22巻 産業と革新一資本主義の

発展と変容Ij岩波空!:店,1998年を参照｡
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lこ=
化的側面にも大 きな変容をもたらした｡ また,都市の電化は都市内電力需要の喚起を通 じて,

1890年代中葉から第一次大戦前夜にかけての ドイツ経済の長期的好況局面を支えた電機産業の
(4)

成長を促進 した｡このように,都市の電化は ドイツ近代都市史のみならず, ドイツ近代経済史上

の看過 し得ない論点である｡本稿では,その中でも特に都市への電力事業の導入期に焦点をあて

て考察を進めたい｡

1886年に建設されたベルリンの中央発電所を唱矢とする ドイツにおける都市の電化は,1890

年代に本格化 し,早 くも20世紀初頭には,人口 2- 5万人の小都市の 77.6% と人口5万人以上

の大中都市すべてに電力が供給されるに至る｡その内,人口2- 5万人の小都市の 57.9%,人

口5万-10万人の中都市の 74.1%,そして人口 10万人以上の大都市の 80.5%で､それぞれ都
t5)

市自治体が電力供給を担っていた｡自治体が電力事業を掌握する傾向は,都市規模に比例 して強

くなったのである｡

この間に進捗 した電気技術の発展により,1890年代から寵カシステムは,直流システムから

交流システムへと切 り替えられた｡これにより,直流では僅かに 1km 前後に過ぎなかった給電

範囲が,交流では数十キロメー トル単位に拡大 し,両システムを同じ電力事業として一括 りにす

ることができないほど,電力事業のあり方は著 しく変化する｡だが,このシステムの移行は順調

に推移せず,第 1節でみるように ｢システム論争｣ (Kampfdel･Systeme) と称される両システム

支持者による激しい対立を経て,初めて実現されたのである｡そして,この対立に終止符を打っ

たのが,三相交流による発送電の大規模な実験の場となった ｢フランクフル ト国際電気技術博覧

会｣ (InternationaleElektro-TechnischeAusstellungzuFl･anldurtamMain)であった.

このように,フランクフル ト国際電気技術博覧会を転機とする直流から交流への移行は,電力

事業の重大な転換点であると同I噂に,給付行政をめぐる自治体の粗 略を明らかにするための恰好

の糸口となるといえよう｡だが,近年 ドイツ近代都市史研究の主流となっている自治体給付行政

注 (4) 都市の芯化のマクロ経即I'J影等削こついては,M.Grabas,KoタlJ'ullkturulldWachst2LmillDeuisc/lLa,ld

vo711895b2S1914,Bel･lin,1992を参照｡

(5) P.Mombe1-i,■DieGemeindebetriebeinDeutschland.AllgenleineDarste11ung●,SclmPelldesVereius

jiLrSoc2alPolitlh,Bd128(1908),S54ff.

(6) D･ショットの主たる研究は以下を参照0ll.B6hmeu.D.Schott,■ElektriRziel-ungZwischen

"DemonstrativerModernitat''undstrategischez-Industriepolitik.EntwicklungswegebeimAufbau

ei11erSt白dtischenDienstleistungs-IrlfrastrukturinDarmstadt,ManheimundMainz',inJ.Reulecke

(Hg.),DieStadtalsDieustLeistuナIgSZeタltrlJ †n.BeitrdgezurGeschicllteder●'SozlaLstadt"illDeutscJlland

im19.7Llldh'L'he,a20Jahr.)lulldeyi,St.Kathalinen,1995;D.Schott,●Stadtentwicklung-Energieversogung-

Nahverkehr.investionenindietechnischeVernetzungdel-St畠dteamBeispielYonManheimmit

AusblickauLDarmstadtundMainz',inK.H.KauLhold(Hg.),[nvestiollellderSta'dteul119u?ld20.

Jahrhundert,K6ln/Weimar/Wien,1997;D Schott,DieVernetzungderStadt.Kommunale

Energiepolitik,6ffentlicherNahverkehrunddle"Produktion"derModernenStadt.Darmstadt-

Manheim-Mainz1880-1918,Darmsladt,1999,D.Schott,●LichterundStr6mederGrofistadt.

TecllllisclleVernetzungalsHandlungsfeldfurdieStadt-Umlalld-Beziellullgenulll1900㌧inC.

Zimmermannu.J.Reulecke(Hg.),DieStadialsMoloch?DasLalldalsKraPqueLL?WahrneJ〃nuタlgell

undWirku?lgellderGroβstLuteum1900,Basel/Boston/Berlin,1999,D.Schott,●DasZeitalterder

Elektrizitat:Visionen-Potentiale-Rea地 t',Jahrb7LCĥLrWirtscJtaPsgesclu'cJlte,He氏2(1999).
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研究において,電力事業は中心的領域であるにもかかわらず,その多くが都市自治体の制度史的

な,いし財政史的な視点に立っているために,電力事業のこのような技術的特性や個別都市の社

会経済史的背景を考慮に入れた電力事業の実態分析については,D･ショットによるダルムシュ
(6)

タット,マンハイム,マインツの比較研究を除いて,ほとんど研究の蓄積がないのが現状である｡

ショットの研究の特色は,電力事業を ｢住民にとってますます不可欠になるサービスを提供

し,住民の生存を保証し,そして分業的に構造化されつつある集合体としての都市経済への住民
(7)

の参加を可能にする経済的 ･社会的 ･技術的なシステム｣の一つと捉え,その展開を都市のネッ

トワーク化プロセスとして比較検討 した点にあり,その叙述は詳細をきわめている｡だが,ショ

ットが選定した事例は,すべてシステム論争の前後に電力事業を導入した都市であり,直流から

交流への移行期の都市の動向については,必ずしも立ち入った考察をしていない｡

本稿では,以上の研究史の状況をふまえ,直流から交流へのシステム移行期の都市電力ネット

ワークの形成プロセスを明らかにするために,フランクフル ト市発電所の建設計画策定過程を辿

ることにより,以下の4つの論点を明らかにすることを課題とする｡第 1に,そもそも電力事業

は何を目的として導入されようとしたのか｡第2に,事業の前提となる電力システムはどのよう

にして選択されたのか｡第3に,経営面の重点はどこにおかれたのか｡またそのために,公設公

普,公設民営,民設民営のいずれの経営形態が選択されるに至ったのか｡第4に,直流から交流

へのシステム移行期に建設された都市電力ネットワークは,その前後の事例と比較してどのよう

な特質を有していたのか｡以上の分析には,主として ｢フランクフル トl市都市史研究所｣所蔵の

一次史料を活用する｡

1 直流システムと交流システムの対比

直流システムと交流システムの最大の違いは,前述 したように,1つの発電所が花力を供給で

きる給電範閏の広さである｡初3明の発電所で採用された直流システムは,変圧が不可能なために

給電 範囲がごく小さく限定され,市城の広い大都市全域に電力を供給するには,複数の発電所を

建設する必要があった｡例えばベルリンでは直流システムが採用されたために,発電所が建設さ

れた 1886年当時の市城全体に'ni力を供給するには,100の発電所をもってしても不十分であっ
I.qI
た｡これに対 して,1880年代末に登場 した交流システムは,変圧が容易なために経済的な広域

高圧送電を実施することが可能で,市域の広い大都市でも,単一の発電所によって市全域に電力

を供給することができたのである｡

では,この両システムの特性の差は,都市の電力事業のあり方に一体どのような帰結をもたら

したのであろうか｡この点に関して,前記ショットの研究から,特に直流と交流の対比が鮮明に

表れるダルムシュタットとマンハイムの事例を簡単に敷宿したい｡

ダルムシュタットでは,直流システム全盛期の 1885年 11月に電力事業の導入が検討され始

注 (7) Schott,DieVeyJletZu?lgderStadi,S.7.

(8) Rv.Miller,●EinHalbjahrhundertdeutscherStromversorgungaus6ffentlichenElektrizitatswerken-,

Techllikgescll壬Cjue,Bd25(1933),S.114.

(535) 21



め,早 くも1887年 6月に市議会で発電所の建設が議決された｡僅か 1年半という短期間に電力

事業に関わるすべての審議 ･検討が完了したのは,電力事業の経営的側面にほとんど考慮が払わ

れなかったためである｡それは,同市における電力事業が宮廷都市としての豪華さを飾 り立てる

演出装置として期待されたためであり,事実,電力事業導入のきっかけとなったのは,市を代表

する文化施設である劇場の照明問題であった｡ダルムシュタットにおける電力事業では,将来的

な事業拡張の展望よりも,宮廷都市としての文化的先進性が求められたために,給電範囲の狭さ
(9)

は将に大きく問題視されず,その当時主流であった直流システムが採用されたのである｡

だが,直流を採用したために,ダルムシュタットにおける電力事業のその後の業績は伸び悩む

こととなる｡ダルムシュタットの電力ネットワークは,ようやく20世紀初頭に電力システムが

交流に切 り替えられ,給電範囲が拡大したものの,それまで市中央発電所の給電範囲の圏外に位

置していた郊外の工業用地では,既に各工場の自家発電が普及していたために,市中央発電所を

起点とする電力ネットワークに接続する企業の数が少なく,市の電力事業の経営は好転せず,直
(101

流時代の小規模なネットワークが維持されたのであるoこのようにダ)レムシュタットでは,経済

的展望よりも政治文化的要請が重視されたために,ショットはこれを都市の ｢示威的近代性｣
Hl)

(DemonstrativeModernitat)のための電化,ないし都市の ｢威信高揚を目的とする投資としての

馴 ヒ｣(El｡ktrif.zi｡rungalsPr｡sdge-Inv｡sti｡ng呂)と規定している｡

これに対して,マンハイムで電力事業の具体的な計画策定が開始さhた 1893年には,すでに

電力事業の趨勢は交流システムに移っていた｡このためマンハイムでは,計画当初より交流シス

テムの利用を視野に入jlることができ,最終的には交流システムの中でも特に長距離送電と大型
(13)

'電動機の駆動に適したii;･新の三相交流システムが採用されることとなった.さらにマンハイムの

電力事業は,ライン河畔での大規模工業用地の建設と時期的に重なったために,市の工業化計画
=､11

の重要な要素として位置づけられた.

かくして,1899年に完成 したマンハイムの電力ネットワークは,工業用電力,照明用電力,

さらには市街鉄道用電力をバランス良く供給し,負荷率の安定した合理的経営を実現させること
(15)

ができた｡ショットは,市の長期的な工業化計画と密接に結びついたマンハイムの電力ネットワ

注 (9) B6hmeu.Schott,●Elektrifizierungzwischell-●DemonstrativeI･Modernitat''undstrategischer

lndusb-iepolitik',S.187ff.,Schott,■Stadtentwicklung-Energieversogung-Nahverkehrl,S.172f.;Schott,

DieVerJletZu)lgdeyStadi,S.175-195.

(10) schott,DieVerlletZullgderSladt,S.220-247.

(ll) BGhmeu.Schott,●ElektrirlZierungzwischen-■DemonstrativerModerniはt●-undstrategischel-

Industt･iepolitik●,S.190.

(12) Scho比,DieVerlZ.etZu,lgderStadt,S.168.

(13) 三村交流とは,I;Li庄及び花流が3分の1周期ずつずれて対称な形をなす正弦波交流で,そのため

に'TG力を脈動なく伝達することができ,また回転磁界形成が容易なために電動横の駆動に適してい

ることを特徴とする｡

(14) B6hmeu.Schott,Elektri月zierungzwischen"Demonstl･ativerModerniはr undstrategischer

lndustriepolitik',S.193-201;Schott,DieVerlletZuugderStadt,S.352-396.

(15) B6hmeu.Schott,̀Elektrifizierungzwischenl-DemonstrativerModernitat"undstrategischer

lndustriel)01itikl,S209ff.,Schott,DleVer71eizlfngderStadt,S412-423
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-ク形成を,｢大工業都市への計画的機能転換に寄与した電化｣(ElektrifizierungimDiensteines
(16)

planvollenFunktionswandelszurindustriellenGrolSstadt)と定義している.

以上のように直流から交流への電力システムの移行は,都市全域への給電を可能にすることに

より経営の選択肢の幅を広め,電力事業のあり方を画期的に変化させただけでなく,その後の都

市計画にも大きな影響を及ぼしたのである｡

だが,前述 したように,このシステムの転換は決して順調に推移したのではなく,システム論

争を経て初めて実現されたのである｡たしかに交流は送配電の局面において直流に対して優位に

立っていたものの,初期の電機製品が直流規格で製造されていたために,交流の用途はきわめて
(17)

限定的で,とりわけ電動機部門における需要の不在が交流システム普及の陸路となっていた｡そ

の上,エジソンやジーメンス ･ハルスケをはじめとする直流システムに多額の先行投資を行って

いた企業は,その投下資本の回収を確実なものとするために,ウェスチングハウスやガンツなど
(18)

交流システム企業の電力市場参入に対抗 して,直流の優位を示すべ く積極的に論陣を張った｡

論争は専門家だけでなく,電力事業の導入を検討 していた諸都市で市民の多大な関心も集め

た.なかでも,直流システムによる給電範囲の限界が電力エネルギーの享受者を一部の上層市民

層に限定してしまう可能性が注目され,それまでの電力事業は社会的不公平を惹起させるという
(19)

批判が強まった｡したがって,都市全域に給電を可能ならしめることが電力事業の経営上並びに

社会政策上の課題と考えられていたのである｡こうして単なる技術的問題の枠内にとどまらず社

会経済的問題-と拡大 したシステム論争は,1887-92年にそのピークをむかえ,以下でとりあ

げるフランクフル トでの電力事業導入をめぐる議論とほほ時期的に重なることとなる｡

2 フランクフル トにおける電力事業導入の準備局面

(1) 電力事業導入の是非
(20)

フランクフル ト市参事会が電力事業導入の問題を初めて取 り上げたのは1886年のことである.

当時,電気技術や電力利用の可能牲がまだ暗中模索の状態にあり,そもそも電力事業が既存の水

道事業やガス事業のような普遍的公益事業として成立し得るのか,ということ自体がまず解決さ

れるべき問題であった｡市はこの間題を検討するために,翌 87年 1月に ｢電気照明導入問題協

議混成委員会｣(DiegemischteCommissionzurVorberathullgderEinftihrungderelektl･ischen

Beleuchtung,以下 ｢電気委員会｣)を設立した｡同委員会は市参事会側と市議会側から各々3名

ずつ派遣された計 6名の委員で構成され,その名称から明らかなように,当初電力事業の主眼

注 (16) Schott,DieVmletZultgderStadi,S.336.

(17) Miller,̀EinHalbjahrhundertdeutscherStromversorgllng',S118.

(18) T･P･ヒューズ (市場泰男訳)r電力の歴史｣平凡社,1996年,158-161頁.

(19) W Fischer,'DieElektrizitatswirtschaftinGesellscha氏undPohtik',ders.(Hg.),DieGesc/licJlteder

StromversoY.gu†Lg,FrankhrtamMain,1992,S.23ff.

(20) VerbanddeutscherElektrotechnikerinFrankfurta.M.,DleElektroteclmikillFrallkJiLrtamMai7l.

FestscJmPfur6.1allreSVeYSammLullgdosVerba71desdeutscJlerELektrotecll7ukerillFrallkjiL71a.M 2.-5.

JtL･lli1898,FrankhrtamMain,1898,S.35.
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(21)
は,もっぱら照明への利用に置かれていた｡

電力事業問題の検討に着手 した電気委員会は,1887年 10月 26日に第 1回目の報告を行 う｡

その中で委員会は,まず,近年 ドイツ国内外で中央発電所を建設する都市が増加 しつつある状況

と電気照明の将来的有用性を指摘 し,フランクフル トも電力事業導入に ｢遅れをとることはでき

ない｣ と述べた｡また,フランクフル ト市内でも民間のブロックステーション (Bl｡｡kSt｡ti品 )

が叢生 しつつある現状に対 して憂慮の念を示 した｡委員会によれば,これらブロックステーショ
(23)

ンの増大は,電力事業の地域独占的特性のために,中央発電所建設そのものを困難とし,その結

莱,市内の電力供給に不公平が生 じる恐れがあるからである｡このような背景から,基本的には

｢遠 くない将来,フランクフル トに中央発電所を建設することが望 ましく｣,また ｢発電所の建

設 ･経営は市行政にとって,まったく相応 しい事業｣であるとする基本的方針を示 した｡だが,

事業の早期着手に対 しては否定的であった｡その理由として,電気技術の急速な進歩によって施

設がす ぐに旧式化する懸念があること,また中央発電所を核 とする都市電力ネットワークのあ り
(24)

方自体,まだ最終的に確立されたものでないことがあげられている｡

このように,電気委員会は電力事業の導入とその公営化に対 しては基本的に肯定的であったも

のの,未成熟段階にあった電気技術の実情をふまえて,発電所の即時建設には憤重な姿勢をみせ

ていたのである｡

電気委員会の態度は翌年さらに後退する｡電気委員会の第 1回目報告の後に, ドイツ,イギリ

ス,オランダの 3カ国から7企業が市に対 して発電所建設の試案を提示 した｡これらを比較検討

した電気委員会は,1888年 5月9日付の報告書で,｢目下のところ,市の負担によってこのよう

な施設を建設 し,市がその経′削 こあたるのは望ましくない｣ と述べ,発電所の建設 ･経営を民間

企業に委ねることを提起 したのである｡その論拠として,直流と交流の選択を市の責任によって
(25)

行うことのリスク,電気技術の進歩の速さ,既存の民間ガス企業 との競争,そして電力需要に対

注 (21) MittheilungenausdenPl･OtOkollenderStadtverorclneten-Vel･SammlungdcrStadtFranldurtam

Main(以下,Mitt.Pl･OtStVV Ffm.),§.53vom11.11887,S.18;§.92vom1.2.1887,S.40.都市自

治体の活動領域が拡大しつつあった当時のドイツ諸都市では,自治体行政の専門化 ･細分化が必然

的に生じた｡このような事態に対応するために,市参節会構成員と市議会議員によって構成され,

また場合によっては専門的知識を有する市民をも成員に含む各種行政委員会がL-業務部門ごとに設挺

され,行政の遂行にあたった｡｢屯気委員会｣も,フランクフルトで設立された多くの行政委員会

の一つであるoこの点については,W.Krabbe,DieDeutscheStadtim19 2Lud201ahrkundert,

G6ttingeri,1989,S.121を参照Oフランクフルトの行政委員会の事例については,森宜人 ｢ドイツ近

代都市における自治体給付行政とその諸問退一フランクフルト･アム ･マインにおけるオストエン

ド･プロジェクトを事例に-Jr一橋論叢J第129巻第2号 (2003年2月)を参照｡

(22) 各都市では,大規模な中央発電所が建設される以前から商業施設を中心に花灯による照明が実施

されていたが,それは各々の店舗や建物単位の自家発掘によるものであった｡そしてこの自家発'芯

による余剰電力が近隣住民や店舗に販売され,ブロックステーションと呼ばれるごく′ト規模な照明

用屯力網が形成された.

(23) この時点で既に16のブロックステーションが経営を開始しており,1895年の発電所の経営開始

までにさらに51増加 する｡VerbanddeutscherElektrotechnikel･inFrankfurta.M.,Die

ElektrlOteChmklnFrla†lkbrtamMain,S245-251,

(24) Mitt.Prot.StVV.Ffm.,§,817vom8.ll.1887,S.375377.
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する危倶があげられた｡だが,これによって電力事業を完全に民間企業に委ねようとしたわけで

はなく,発電所の建設 ･経営認可の絶対的な前提として,一定の認可期間を経た後に市が発電所

を優先的に買戻 し得るための条件 (Riickkaufs-Bedingungen)が求められており,将来電力事業
(26)

を市公営事業に組み入れようとする意図は放棄されていなかったのである｡

他方,市議会においても,市内照明には既存のガス灯で十分であり,｢電気による照明は幣沢
(27)

である｣とする反対意見があり,フランクフル トでは電力事業導入の是非そのものが問われてい

たといえよう｡

しかし,翌 1889年に情勢は一変する｡引き続き電力事業についての調査 ･検討につとめてい

た電気委員会が,1889年 1月 4日付の報告の中で,一転 して ｢市が自己負担によって発電所の

建設 ･経営を行うのが得策｣とする見解を示 したのである｡委員会の方針転換には,他都市の電

力事業の実績,なかでもエ)レバーフェル トにおける電力事業の良好な経営状況が大きく影響 し

た.委員会の報告によれば,1888年に運転を開始したエルバーブェル ト市発電所の給屯範閲は

市中心部の商業地区に限定され,より大きな需要の見込まれる工業地帯には及んでいなかったに

もかかわらず,高い収益率をあげていた｡このため委員会は,エルバーフェルトより都市規模も

人口規模もはるかに大きいフランクフル トでは,電力に対する大きな潜在需要が存在し,稚実な
ll.I8J

収去良性が見込まれると判断したのである.

この報告に関してもうーっ着目すべきは,市街鉄道の電化と手工業者用の小型電動機が電力需

要の構成要素として初めて注目された点である｡1880年代の屯力事業では,需要がほぼ照明用

罷力に限定されていたので,照明が不要な昼間の負荷率の低さによる収益率の低迷が経営上の難
(291

点となっていた｡このため,昼間の負荷率を増大させる動力用電力の需要は収益率を引き上げる

解決策として期待されたのである｡

動力への電力の利用は,屯力郡業の経営問題としてだけでなく,都市計画や社会政策とも緊密

に結びついていた｡フランクフル トのように人口が急増しつつあった大都市では,市街鉄道は都
(30)

市の計画的な拡張を可能とする交通手段として,ますますその意義を高めつつあった｡このため

屯気委員会は市街鉄道の電化を ｢市にとってきわめて価値のあること｣と認識し,また小型電動

機は工業化の波におされつつあった手工業者屑の救済手段として重視され,それぞれ電力事業の

注 (25) 初1,gJの花気照l州ことって,ガス灯は滋大の競争相手であった｡特に1891年にアウエル灯が発明

されたことにより,ガス灯の経i削't)効率性が飛躍的に改享年され,''に灯に対する競争力がより一･桐JL:ち

められた.電灯とガス灯の設争については,H.｣.Braun,'GasoderElektrizitat?ZurKonkurrenz

zweierBeleuchtungssysteme.1880-19141,Tec/tim-kgesc/lu:Jlte,Bd.47(1980) を参照｡

(26) BerichtdergemischtenKommissionzurVorbereitungderEinfiihrungeinerelektrischen

Beleuchtungvom9.5.1888,1nstihtltirStadtgeschichteFrankhIl.amMain,MagistratsAkten(以下,

Mag.Akt.)T.1999/I.

(27) Mitt.Prot.StW .Ffm,§.817vom8.ll.1887,S.377.

(28) BerichtdeI-gemischtenKommissionzurVorbereitungderEinfuhrungeinerelektI･ischen

Beleuchtungvom4,1.1889,Mag.A虹T.1999/I.

(29) Miller,'EinHalbjahrhunderldeutscherStromversorgung',S.116ff.

(30) 馬場 ｢都市化と交通｣,194-197頁｡
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(31)
経営問題にとどまらず,都市計画や社会政策の重要な手段と考えられることとなった｡これによ

り,フランクフル トにおける電力事業は照明だけでなく動力への利用も視野に入れた多角的経営

として,都市計画の基盤に位置づけられるようになったのである｡

以上の電気委員会の報告をうけた市参事会は,市の財政負担による中央発電所の建設および経

常を1889年 1月 8日の市議会に提議 した｡その審議の席上,電気委員会委員長を務めていた上

級市長J･ミクエル (JohannesMiquel)は,電力事業は ｢リスクを負わずに市の直営事業とし

て実施し得る｣ので,市街鉄道の公営化および電化の問題と手工業者層への電動機導入の問題と

を考慮に入れると,｢市自治体が事業のすべてを掌握することが何よりも得策である｣と述べ,
(32I

市議会が委員会の見解を理解 し,市参事会の提議を承認することを求めたのである｡市参事会の
(33)

提議は同年 1月29日の市議会において議決された｡これにより電力事業を公営事業として実施

するという基本方針が確立され,議論の焦点は,直流か交流かという利用システムの選定を含め

た具体的な計画策走へと移っていく｡

(2) システムの選択

市参事会は,市の電力問題の技術顧問をつとめていたダルムシュタット工科大学教授 E･キッ

トラー (Erasm｡sKittl'euI) と,フランクフル ト市建設局長の W ･H ･リンドレイ (William

HeerleinLindley)に計画の具体化を委ねた｡

リンドレイはきっそ く1889年 2月 13日に市中央発電所建設に関する r入札基準要綱j

(Bedingnissheft) を作成した.F入札基準要綱｣では,電力事業の第一義的な目的は市内への電

気.1剛 可の導入にあり,給電範囲は市中心部に限定され,約 40,000佃の屯灯 (約 2,000kW に相当)

に給電できる出力をもつ発電所の建設と送配電網の敷設が要求されていた｡利用システムについ

ては直流と交流のどちらのシステムによる入札も認められていた｡また経営面に関しては,発電

所の経営開始から起算して2年間の経営実施兼務を施工企業に課すとともに,市が解約権を有す
135】

ることを絶対的な条件としていた｡これにより,市は経営開始当初のリスクを回避した上で,公

営化のための保証を確保することを企図していたのである｡

また,これに先立つ 1888年 4月､イタリア滞在中に市の技術顧問への就任を要請されたキッ

トラーは,この当時としては珍しくガンツ製の交流発電機を備えていたローマ市の発電所の視察

を委託された｡この視察報告は翌 89年 1月にフランクフル トに届けられたが,それによれば,

ローマ市の交流発電機は若干の技術的問題を抱えているものの,経営状況は良好であるとされ

注 (31) BerichtdergemischtenKommissionzurVorbereitungderEinftlhrungeinerelektrischen

Beleuchtungvom4.1.1889,Mag.AkLT.1999/I.

(32) Mitt.Prot.StW ,Ffm.,§.42vom8.1.1889,S.21.

(33) Mitt.Prot.StW .Ffm.,§.29vom29.1.1889,S.61.

(34) ダルムシュタット工科大学にドイツで初めての電気工学講座を設立したドイツ屯気工学界の先駆

者｡フランクフルト以外の多くの都市でも技術顧問として花カネットワークの形成に従事したo

(35) ElectJ･ischeBeleuchtLll1gZuFrankful-tamMain.BedingnissheftfLlrdieLieferung,Atisfuhrungund

betriebsf畠higeHe1-Stellungde1-maSChinellenundelectrischenEinr'ichtungenimElectrlClt畠ts-Werk

sowiedesLeitungsnetzes,Mag.Akt.T.1999/i.

(36) Mitt.Prot.StVV.Ffnlリ§.652vom6.9.1892,S.293.
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(36)

た｡入札以前に交流システムにとってプラスとなる判断材料が提示されたのである｡

その後 F入札基準要綱｣に沿って実施された入札では,ジーメンス ･ハルスケとシュッケル ト

が直流システムにより入札 し,またガンツとヘリオスが交流システムによる共同入札を行った｡

これら入札プランを比較検討 した両技術顧問は､1889年 5月 12日にその結果を報告 した｡

報告では,単一の発電所によって市全域に電力を供給することが可能な点と,発電所を市郊外

に建設することにより得 られる利点 (土地取得費用を低 く抑えられる点や騒音や煙害による住民

への負担が少ない点)が交流システムの長所 として強調 され,｢交流システムの利用がもっとも

合 目的的である｣ と結論づけられている｡ しかし,交流の利用によって当初から市全域への給電

が可能となるものの,収益性 を確実なものとするため,初期の給電範囲を旧市街地,中央駅周

辺,そしてヴェス トエンドなどのようにもっとも大 きい需要が期待される市中心部に限定 し,そ

の後の電力ネットワークの拡張は,潜在的な電力需要の動向を見極めながら段階的に実施するこ
(37)

ととされた｡

この報告を受けた電気委員会は交流システム支持へと傾き,市参事会に同システムの利用を提

言することとなる｡システム論争が先鋭化 していたこの時期に,技術顧問と委員会が交流を選択

するに至ったのは,同システムの上記諸利点の有用性 もさることながら,論争の中で直流システ

ム支持者が指摘するような交流システムの短所が克服可能ということが,技術顧問の調査によっ

て明らかにされたためである｡

電気委員会が列挙 した交流システムの短所は 10項 目に及ぶが,特に重視 していたのは高圧交

流の人体への危険性,変圧器における電力損失,そして交流規格電動機の開発の立ち遅れの 3点

であった｡まず,高圧交流システムの人体への危険性は,配電に低圧の二次配電網を利用 し,配

電網を地下に敷設することにより回避できることが確認された｡次に､変圧器における電力損失

も5-10%の低い数値で,深刻な問題にはならないとされたo撮後に,電動機部門で交流が直

流に比べて立ち遅れているという状況については,ブタペス トでキットラーとガンツが協同実施

した交流用電動機の開発実験により,直流電動機と比較 してもほとんど遜色のない交流罷動機の

実用化が可能であることが判明 した｡システム論争において,電動機開発の遅れが交流システム

普及の陸路の一つであっただけに,この実験の成功は,高圧交流システムの危険性の回避と並ん
Il.ql

で,委員会の交流支持にとって ｢決定的｣意義をもったのである｡

以上の背景から1889年 6月25日に市参事会は,交流システムの利用 と,ガンツへの発電所の

建設 ･経営の委託 とを市議会に提議する.審議では,電気委員会を代表 して上級市長J･ミクエ

ルが交流システムの利点を説 き,システム選択に関する ｢これ以上の審議は市の利益に反する｣

として,提議の即時議決を求めたのである｡だが,市議会は決断を下さず,電気委員会の増員と
(3!り

さらなる検討 ･調査を求め,問題を先送 りにした｡

注 (37) BerichtdesStadtbaurathsW.H.LindleyundE.Kittlervom12.5.1889,Mag.Al(t.T.1999/1.

(38) BerichtdergemischtenCommissionwegenEinfLihrungeinerelectIうschenBeleuchtunginhiesiger

Stadtvom8.6.1889,Mag.Akt.T.1999/Ⅰ.

(39) Mitt.Prot.StW .Fb1.,§.565vom25.6.1889,S.248-264.
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これを受け,新たに5名に増員された技術顧問団の指導の下で,1889年 10月にフランクフル

ト市内で直流と交流両システムの比較実験が行われた｡この実験によって,交流システムに対す

る懸念が改めて払拭され,先のリンドレイとキットラーの報告内容が裏づけられる結果となった
(401

が,システムの選択に関して技術顧問団は最終的な結論を提示しなかった｡その背景には,既に

この時点でフランクフル ト寓際電気技術博覧会の開催が決定されており,システム論争の決断は

同博覧会の成果をまつべきだとする見解が,市議会を初めとして市民の間で支配的となっていた

事情がある｡

このように,計画策定の初期段階から技術顧問や電気委員会の専門家の間では,交流システム

が強く支持されていたが,専門知識を持たない市議会議員の大多数は,依然として最終的決断を

下すことが出来ず,交流システムの優位を鮮明に際立たせるような具体的アピールが必要だった

のである｡

3 フランクフル ト国際電気技術博覧会

1891年 5月 16日～10月 19日に開催されたフランクフル ト国際電気技術博覧会は,同市の有

力名望家市民の一人L･ゾンネマン (LeopoldSonneman)によって企画された.ゾンネマンは

悼箆会構想を 1889年 11月にフランクフル ト電気技術協会 (FrankfuI･terElektrOteChnische

Gesellschaft)の会員総会の場で初めて公表 した｡システム論争に終止符を打ち,市の電力ネッ

トワーク構築を早期に実現させるために,国際陣覧会を開催するというこの企画は,市民の間で
り11

ただちに広い支持を集めた｡

この間,市参事会及び市議会における電力事業をめぐる議論は中断されていたが,市議会はこ

の博覧会が,｢フランクフル トにとって格別の利益をもたらす｣事業であるとして,この種の企
(JI芝)

画に対 しては前例のないものの,約 50万マルクの肋成金を支出することを議決した｡その上,

プロイセン政府が博覧会用の敷地として,マイン ･ネッカー鉄道駅跡地を-?.t償で提供 しており,

フランクフル ト市のみならず､プロイセン政府も博覧会の成果に大きな期待をかけていたことが

うかがわれよう｡また, ドイツ以外の各国でも博覧会はシステム論争の有効な打開策として耳冒

を集め,フランクフル トにおける電力事業導入の問題は,一都市の枠を越えた国際的広がりもつ

問題へと転換されることとなった｡

フランクフル ト以前に,ミュンヘンやウィーンで開催された竜気技術博覧会では,照明設備が

主たる展示内容であったのに対 して,フランクフル トでは電力の送配電や動力への利用に主1眼が

置かれた｡このため,455(その内80は外国系)の出展者が展示 した製品の中では,発電機,変

注 (40) BerichtderSachverstiindigen-Commissionvom10.ll.1889,Mag.Akt.T1999/1.

(41) JSteen,''EineneueZeit‥/'■DwhlterllatioタlaleElektrotecI111isc/leAussteLLuタlg1891,Frankfurtam

Main,1991"S.23(.

(42).Mi比Pl･OLSt¶ .Ffm.,§.232vom17.3.1891,S.109-111.

(43) HandelskammerzuFrankfulta.M.(Hg.),Gesc/lichtederHalldelskammerzuFraタlkJTurta.Mリ

FrarLkfurtamMain,1908,S.836f.展示品の詳州については,Steen,●'Eille,leueZeit‥/〟の第3部 (S.

393-672)を参照｡

28 (542)



(43)
庄器,送配電施設,そして電動機関連のものが充実していた｡延べ 1,174,732人にのぼる博覧会

(4▲l)
入場者は,これら最新の電気施設 ･設備を目のあたりにし,｢この非常に力強い自然力 〔電気〕｣

が,あらゆる人々の ｢生活のあり方 (Zusはnde)や生活に関わる諸施設 (Einrichtungen)に大
(45)

きな影響を与えるであろう｣ことを確認したのである｡

博覧会のプログラムの中で最も注目を集めたのは,やはり三相交流システムによる長距離高圧

送電の実験であったOこの実験を企画したのは,早 くから長距離送電の可能性に注EIしていた

0･Ⅴ･ミラー (OskarvonMiller)で,彼はその ｢専PEH勺知識と組織能力｣,そして ｢電機企業
(46)

に対する絶対的な非党派性と独立性｣のゆえに,博覧会の技術部門の監督を任された｡実験では

フランクフル トから175km離れたネッカー河畔ラウッフェンに位置するセメント工場の水力タ

ービンに三相交流発電機が接続され,そこからフランクフル トの博覧会場まで送電線が敷設され

た｡実験施設はAEGとエルリコンによって,提供され,前者はフランクフル トの博覧会場に変

圧器及び配電設備を,後者はラウッフェンに発電設備をそれぞれ設置した｡1891年8月24日か

ら実験は開始され,15,000Vの高圧三相交流によって,68,5-74.5%の送電効率が得られた｡事

前の推計では送電効率は50%前後と想定されていただけに,この実験の成果は,人々に交流シ
(47)

ステムの優位性を印象づけたのである｡

実験の成功は,効率的な長距離送電を不可欠な基盤とする現在の広域発電事業の端緒をなした
(48】

のであり,まさに ｢電力輸送に一新紀元を割する｣意義を持ったといっても過言ではない｡この

他に,その後の電力事業の展開において,この実験は主として以下の3点に寄与 したといわれ

るo(1)電力消勢地から離れた水源を利用する水力発電が可能となった｡(2)含有カロリー量に

比して輸送コス トが割高な褐炭を,その採掘地において火力発電に利用することができるように
(49)

なった｡(3)三相交流の利用により,工業用の大型電動機が実用可能となった｡

ところで博覧会は,展示や実験の場としてだけでなく,広範な情報交換の場としても機能し

た｡会期中にフランクフル トでは,電力事業や電気技術に関する様々な会議や講演会が開かれ,

ドイツ内外から各種の視察団が多数来訪したのであるOなかでも8月27- 29Ⅰヨに開催された

｢ドイツ都市会議｣(DeutscheStadtekonferenz)と9月7-12日に開かれた ｢国際電気技術者会

議｣(InternationaleElektrotechnikerkongreR)の規模が大きく,前者には150の ドイツ各都市か

ら325名の代表者が,後者には 12カ国から800名が出席した｡出席者の多くは8月24日から開

始された三相交流による長距離送電の実験をつぶさに観察し,特に都市会議出席者は都市におけ

注 (44) HalldelskammerzuFl･ankfurta.M (Hg.),Gescju'chtederHaナIdeLshammer,S.837.

(45) KleinePressevom17.51891,2Blatt,S.i.

(46) ElektrizitaLOfnzielleZeitungderlnternationalenElektrotechnischenAusstellungFranldul･tam

Main1891,S.4.

(47) この長距離送奄実収の様相については,数多くの文献で言及されている｡ここではさしあたり以

下を参照oO用zielleZeitung,S,29-32,597-604,Steen,A.ElneタleueZeit‥!':S.35ff;ヒューズ r屯力の歴

史1,187-194頁｡

(48) 日本工学会 r明治工業史 電気F.り 1928年,321頁｡

(49) R.Haas∴Auswil-kungderLauffenerKraftubertragungaufdieElektrlZitatswirtschaft＼

EleklrotechinischeZeitschnP,Heft25(1931),S,788ff.

(543) 29



る電力事業の実用性を確信するに至ったのである｡システム論争の影響で,博覧会以前の ドイツ

における電力事業普及の歩みは緩慢であったが,博覧会以後,電力事業の導入を決定する都市が
(50)

急増する｡各都市の決定にはフランクフル トでの経験が決定的な契機となったのである｡

このように,長期的観点からみて,博覧会での三相交流システムによる長距離送電の実験は,

現代の広域発電事業や工業への電力利用の可能性を開いた｡他方,短期的にみれば,直流システ

ムに対する交流システムの圧倒的優位を示すことによって,システム論争に終止符を打ち,ま

た,それまでシステム論争によって抑制されていた都市電力事業への投資意欲をかきたて, ドイ

ツにおける都市の電化を加速化させたといえる｡

4 フランクフル ト電力ネットワークの完成

(1) 発電所建設計画の策定

博覧会開催中に沈静化 していた発電所建設の問題は,博覧会閉幕後の 1891年末に再燃化 し,

o･Ⅴ･ミラーとリンドレイが技術顧問に指名された｡キットラーに代わってミラーが新たに技

術顧問に指名された理由について,直接言及している史料は存在 しないが,博覧会における彼の

実績が高く評価されたものと推察できる｡両技術顧問は同年末に,市から発電所建設計画の策定

を委託され,翌 92年 6月に発電所建設プロジェク トの原案を完成させた｡その原案によれば,

まず工期が第 1期と第2期に分けられ,それぞれの工期は電灯 38,000個と電灯 29,000個分 (令

計で約 3,500kW)の需要を満たす規模に設定された｡利用システムについては,発送配電のすべ

てを単相交流によって一元化 し,配電の際には変圧所で除圧 した上で,低圧二次配電網を利用す
(51)

る単相交流システムが計画された｡

ここでただちに疑問となるのは,前年の博覧会で直流システムに対する交流システムの優位を

世界中に印象づけた三相交流システムがなぜ利用されなかったのか,という問題である｡この点

に関して技術顧問の報告では,三相交流システムの利用は,単相交流システムと比牧 して,電力

ネットワークのあり方を複雑化する上に,電線網などの設備コス トがかさむ点が,同システム利
ITII'l

用を断念させた矧 圭Iとして言及されているだけである｡この点で示唆的なのは,ちょうどこの時

期に同じく電力事業の導入を検討 していたマンハイム,マインツ両市の電気委員会の報告書であ

る｡それによれば,三相交流システムはフランクフル ト匡l際電気技術悼覧会で華々しい成果を示

したものの,市の奄力事業としての恒久的な利用に対 しては,まだその信頼性が確保されていな
(5n

いために,三相交流システムの即時利用は推奨できない,とされている｡

したがって,確かにフランクフル ト国際電気技術博覧会における三相交流システムによる長距

離送電の実験の成功は,交流システム-の移行を決定づけ,長期的視点からみれば現代の広域発

注 (50) Steen,̀●Eille,leueZeit..I;S.43ff.

(51) GutachtenundProjekteyon0.V,MilleruW.H.LindleyvomJuni1892,S.3-15,MagAkt.T

2024/Ⅳ

(52) GutachtenundProjektevon0,V.Mineru_W.H.LindleyvomJuni1892,S.3f.,Mag.Akt.T.2024/IV

(53) Schott,DieVerlletZullgderStadt,S.344,571.
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電網の端緒をなしたが,実験直後の 1892年の時点では,多分に実験的色彩の強い最新技術で,

本格的な実用化には,まだ若干の時間が必要であったといえよう｡

(2) 発電所建設及び経営委託企業の決定

さて,この技術顧問の策定した原案は,｢市プロジェクト｣ (StadtischesProjekt) と名づけら

れ,その計画に沿って入札が実施されることとなったが,｢市プロジェクト｣以外のプランによ
(54)

る入札も,｢代替オファー｣(Altanativ-0fferte) として認められた｡入札開始後,利用システム

の選択をめぐる議論が再び紛糾 し,入札は1892年 9月と1893年 4月の2回にわたって実施され

た｡そして,ジーメンス ･ハルスケやAEGなど,豊富な業績を有するドイツ企業も,入札に参

加していたにもかかわらず,結果的に市は 1891年に創設されたばかりのスイスの新興企業ブラ

ウン･ボヴェリイに,中央発電所の建設を委託することとなる｡ここではその経緯を,市の最終

的決断が下されることとなった第2回目の入札に焦点をあて,技術顧問及び電気委員会の報告に

沿って見ていきたい｡

入札では ｢市プロジェクト｣,｢代替オファー｣ともに,発電所の建設工事をボイラー,発電

機,電線網などの個別部門に分けた上で,各部門ごとに入札を行う分割請負制ではなく,受注企

業に建設全体を一括して委託する総合請負制が採られた｡また,電力事業の検討が再開された直

後には,事業の収益率に対する楽観的展望が支配的で,市の純益を最大化するために,経営開始
(557

直後から事業を市の直営とすることが求められていたが,その後,未経験の新規事業に対 して
t56)

は,自治体よりも民間企業の方が弾力的に取 り組める,という見解が強くなった｡このため,栄

電所の完成後その経営を建設請負企業に当初数年間委託することとなり,その間の経営プランも

検討の対象となった｡｢市プロジェクト｣に沿って入札 したのは,ヘリオス,AEGとヘリオスの

共同経営,そしてブラウン･ボヴェリイの3オファーであった｡｢代替オファー｣での入札には,

ヘリオスとガンツの共同経営,シュッケル ト,ジーメンス ･ハルスケとラーマイヤーの共同経営

が参加 した｡入札内容を整理すると以下のようになる｡

1) 市プロジェクト:発送配電-単相交流,配電に低圧二次配電網利用
(S/1)ヘリオス

(S/2)ヘリオス-AEG

(S/3)ブラウン･ボヴェリイ

2) 代替オファー

(A/1)ヘリオス =ガンツ :発送配電-単相交流,二次配電網無

(A/2)シュッケル ト:発送電-単相交流,配電-単相交流/直流

(A/3)ジーメンス ･ハルスケ-ラーマイヤー :発送電-三相交流,配電-三相交流/直流

初めに各入札プランの利用システムを比較 してみたい｡｢市プロジェクト｣と (A/1)へリオ

注 (54) BerichtYonW.H.LindleyulldOskarVO∩MillervomJanuar1893ubel･dieeingelaufenenArleI･bleten

furdieAusfuhrungdesElektricitatswerkeS,S,5.

(55) BeI･ichtdesStadtbauI･athsLilldleyvom15.41893,S.15f.,Mag.Akt.T1999/ⅠⅠⅠ

(56) Mitt.Prot.St¶ .Ffm.,§.591vom10.10.1893,S.290.
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ス =ガンツの共同プランが発送配電すべてを単相交流に一元化 しているのに対 して,(A/2) シ

ュッケル トのプランと (A/3)ジーメンス ･ハルスケとラーマイヤーの共同プランは,発送電シ

ステムで相違があるものの,両社とも配電で交流と直流が混在するシステムとなっている｡この

両社が選択 した混在システムは,発送電に交流が利用されるものの,直流により配電されるた

め,従来の直流規格の電機製品が使用され得る可能性を残すものであった｡だが,すでに交流規

格電動機が普及しはじめたこの時点では,配電を交流で統一しても昼間の負荷率が低下する懸念

は少なく, 直流と交流両システムの併用は不要であるばかりか,むしろ電力ネットワークの複雑

化を招 くだけであるとして,技術顧問と電気委員会はこの (A/2) と (A/3)の両プランを選択
157)

肢から外した｡特に (A/3)のジーメンス ･ハルスケに関しては,発電所の経営開始後の電力料
(58)

金が同社の懇意によって設定される可能性があったことも,除外の有力な根拠となった.

残る ｢市プロジェクト｣と (A/1)ヘリオス =ガンツの共同代替オファーの相違点は,二次配

電網の有無である｡市プロジェクトでは二次配電網を利用するために,大型の変圧器を備えた変

電所で一括 して除圧することとされたのに対 して,(A/1)は二次配電網を利用 しないために,

各負荷に小型の変圧器を設'Eする予定であった.この両プランを比較する時に決め手となるの

は,｢市プロジェクト｣で使用される大型変圧器及び二次配電網における電力損失と,(A/1)で

利用される各負荷の′ト型変圧器とにおける電力損失の差であるが,調査 ･実験の結果,その点は
(59)

｢市プロジェクト｣の方が有利であると結論づけられた｡これにより,｢市プロジェクト｣の発送

配電を単相交流で一元化し,配電に低圧二次配電網を利用するシステムが採用され,委託企業は

経営プランの比較によって決定されることとなった｡

表 1にみられるように,経営プランを比較 してまず目を引くのが,(S/2)ヘリオスとAEGの

共同経営プランでは,市の賃貸契約解約権が 10年後に設定されていた点で,これは長期間に及
(60)

ぶ民間企業への従属を敬遠したいと考えていた市側にとって受け入れられるものではなかった｡

残る (S/3)ブラウン･ボヴェ1)イと (S/1)ヘリオスの経常プランを比較すると,建設igjに関

してはブラウン･ボヴェリイが優位に立っているが,電力料金に関してはヘリオスが有利な条件

を提示しており,経営プランの比較では必ずしもどちらが市にとって有利ということはできなか
(Lll)

った｡

結局,市がブラウン･ボヴェリイに発電所の建設と経営を委託するに至った最大の決め手は,

同社がフランクフル ト市内に ドイツで初めての支社を開設する予定だったことである｡入札企業

の選定に際して,経営開始後の電力ネットワークの保守 ･管理をはじめとする電力事業全体への

保証も重要な項目であったために,その点で同社のフランクフル トへの進出は市の要望を満たす

注 (57) BerichtdesStadtbauI･athsLindleyvom15.4.1893,S.12.,Mag.A丈t.T.1999/1ⅠⅠ;Mitt.P1-Ot.SⅣV.

F血11.,§.591vom10.10.1893,S.285.

(58) BerichtdesStadtbaurathsLindleyvom15.41893,S.12.Mag.Akt.T.1999/III.

(59) BerichtvonW H,LindleyundOskarvonMillel･VOmJanuar1893tiberdieeingelauLenenAnerbieten

ftlrdieAusf臼hrungdesElekbicitbtswerkesリS.28f.

(60) BerichtdesStadtbaura仙sLindleyvom15.4.1893,S.ll.,Mag.Akt.T.1999/ⅠⅠⅠ.

(61) BerichtdesStadtbaura山sLindleyvom15.4.1893,S13f.,Mag.AkLT.1999/Ⅰ11.
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表 1 第 2回入札における経営プランの比較 (1893年 4月)

項 目 (S′1)ヘ リオス (S′2)ヘ リオス-AEG (S′3)ブラウン .ポヴエ

リイ1.第 1期建設費 2,430,000マルク 2,503,736マルク 2,277,

000マルク2.賃貸料 土地費用を含む総資本の 収入の利用法は以下の通 り 1年 El

は土地費用 を含 む総資8% (毎年度終了後 3カ a)初めに,粗収入か ら帳簿上の 本

の 5%,2年 目 7%,3年 目月以内に支払い可能) 支出を支弁する

9%,4年 目以降は 10% (転年b)経営のためにヘ リオス

社に対 皮終了後 3カ月以内に支払いして,a)の殆金か ら経営難増加分 15%を配分するC)次に両者に対 して,殺初の配当として 4.5%を支払 うするd)両者の供却 として,4.5%を両者に配当するe)以上の残金の 55%をフランクフル ト市に,

45%をヘ リオス社に配当する 可能)3.経営敢 賃貸料支払い後に支弁 賃貸料支払い後に支弁4.

修判摺 貼金 投下資本の 1.5% 投下資本の 1%5.純益 事業の賃貸によって万一 前年度の万一の欠損控除後に,

生 じる欠航の後に,65%を市に配当 50%を市に配当6.市の解約権 市は 1年柘に解約権

を有 ･市は,経営開始 10年 目以降から ･市は 1年転 に脈約椎 を有す及び解約条件 する (経営開始後 5年以 先行する解約後に発屯所 を公 :̀E;E,. る

内に解約 された場合,rtJ 化する権利を有する ･5年r洞の経営終了以前に僻約

貸者はそれまでに生 じた ･公営化は事業の減価依却後の帳 された場合,賃貸者 はそれ

フ了-の欠損 を補fifi'され 祷価格に従って

実施 され,また までに生 じた万一の欠jfiをる) ヘ リ

オス社は以下の優先権を有 補償 されるする :経営開始 10年後

に公営 ･rf培料比率が以下の ように化 される際には,滋後の 5年I

Lq 設定 された場合,rtJ岱者 はの営業実ii.1か ら最昔及び

i誌悲の 上記の補例を断念する :1/lF年度を除外 した上で

,事業の平 El3.5%,2iFU4.5%,3年均純益の 10倍 をヘ リオス社 は

H 6%,4年n 7%,54FIl領収す る (この倍率は 11年 Rには9倍というように減少する) 9%,7年 日以降 10%

7.11iJi寺川r'"'1 19年F''りの経営終 (後に, 経常

契約は 20年で終了する 19年Hjjの経営終了後に,1勺三1年の解約権がrt'1-5薪に生 じる の解約権が1,

7貸者に生 じる8.節2才削工巾Tii. 5,306,637マルク

5,306,637-5,380,373マルク 5,153,637マルク9.I;EjJ料金 ･70ペ

ニヒ/ーくW¶ ･80J<=t=/1{Wh(私的肘 的) ･割引率 (年l.".l利fI=JEf利和) ･刑引率 (年

rLEl1利用日引tlil):500-750時間 10%,750-1,000矧 H1150/0,1,000-1,500 500-750時間 10%,750-時間20%,1,500-2,000l馴 IJ25

%,2,000時間以上 30% 1,000 l馴 r3 15%,1,000-1,500 時間 20%,1,500-

2,000時間 25%,2,000矧 7''1以上 30%10.I;E力料金 ･花動横ない し主照明時間帯の,l1.7].明に利用 しない限 り25ペ ･2

5ペニヒ′kWt(動ノJ) ニヒ′kWh(花動機 .暖房 .花気化挙用) ･割引率 (年間利用時間):･割引率

(年間利用時間): 900-1,200時間 10%,1,200900-1,200時間 10%,1,200-1,500時間 15%,1,500- ～1,500時間 15%,

1,500-2,000時間 20%,2,000-2,700時間 25%,2,700時間以上 2,000 時間 20%,2,000-30% 2,700時間 25%,2,700時間以上 30%LLjj典) BerichtdesStadtbaurathsW.H.Lindleyvom15.A



図 l フランクフルト市消焚電力量の推移(1900-13年)
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口公共照明 口市街鉄道 □ 動力 □私的照明出典) 表2のデー

タより作成｡(62)ものと考えられた｡ また,ブラウン ･ボヴェリイは創立当初 より単相交流規格の発電機

と電動機の製作 を手がけていたので,同社のフランクフル ト進出は単相交流用電動機の普及 と,それを通(631じた電力需要の喚起への寄与が期待 されていたことも考えられる｡こうして 1893年6月23日､電気委員会は市プロジェク トによる単相交流システム

を採用することと,発電所の建設 ･経営をブラウン ･ボヴェリイに委ねることを決定 し,その旨を市参事会(G;llに提言 した｡だが,これでシステム論争に決着がつけられたわけではなかった｡委員会の

中でも,それまでの実績の有無を理由に,新興企業であるブラウン ･ボヴェリイ-の委託に反対 し,ジーメンス ･(65)ハルスケへの委託を求める声が一部にあ

った｡ また,博覧会開催地であったフランクフル トにおける電力事業計画策定の動向は, ドイツ中の注 目を集めていたので,新興ス

イス企業に発電所の建設 ･経営を委託 しようとするフランクフル ト市当局に対 して, ドイツ電機業界は経済ナショナ

仙小1リズム的な非難の矛先を向けた｡注 (62) Bet-ichtdesStadtbauI･ath

sLindleyvom15.4.1893,S.13fリMag.AkLT.1999/ⅠⅠⅠ(63) ブラウン･ポヴェリイ

の躍進に貢献したのは丘的El交流電動機の実用化であり,同社の単相交流電動機は,特に当時のドイツで注Eは 集めた｡1894年に開設されたフランクフルト工場でも主としてこの電動機が製造された｡VerbanddeutscherElektrotechnikerlnFranldurta.M.,DieElekirotec/けIi

hillFr



表 2 フランクフルト市発電所営業状況及び消焚動向 (1895-1913年)

営業状況

出力(kW) 電線路 (km) 販売電力量(1,000kWh ) 消焚電力丑 (1,000k
W71)主送 一次 二次 市 花 公共 私的

動力 市街 合計電線 配電線 配屯線

架線 照明 照明 鉄道2,088 14.4 31.3 43

.7 - 1,430 -2,088 18.5 39.6 49

.8 7.4 1,989 9,2333,1

21 18.5 44.5 59.0 2,696

4,154 29.3 55.1 68.1 3,19

44,154 30.3 59.3 74.7 5,9956,220 30.3 62

.5 80.1 7.4 10,597 269 2,262 2,400 4,3026,220 36.8 69.3 9

2.0 12.3 13,105 318 3,255 2,672 6,660 12,9059,420 36.8

72.6 101.1 12.3 14,004 261 3,076 3,035 7,464 13,8369,420 37.2 75.7 111.0 12.3 14,968 253 2,731 4,079 7,676 14,739

9,420 37.2 81.4 122.6 12.3 16,396 236 3,110 4,824 7,806 15

,976ll,876 37.2 89.7 139.6 12.3 17,209 246 3,866 5,238 7,4

63 16,813ll,876 37.2 99.3 166.4 20.8 19,514 344 4,708 5,5

93 8,218 18,86318,354 51.5 111.3 208.8 50.0 23,529 355 5,11

8 7,728 9,543 22,74418,354 58.5 117.2 231.0 50.3: 26,837 3

23 5,732 7,500 11,337 24,89221,332 58.5 131.4 261.6 53.7 29,

182 283 6,186 8,931 11,859 27,25921,332 62.0 152.7 318.1 65.

7 32,659 300 6,570 9,886 13,879 30,63521,332 63.5 169.9 375.9

77.3 35,191 411 7,244 9,799 15,665 33,11934,266 83.2 189.5 456
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0941111222333445668注) 各年度とも4月1Elから翌年 3J131日の)g川星は 指す.ただし,1895年度のみ 1895年 1月1Elより翌年 3

J1
31口まで｡L'lJ.外) StatistischesHandbuchderStadtFranl血11amMain,Ausg.1(1907),S.80f.;Ausg2

(1928),S.132fより作成｡このため,市議会での最終的な審議の実施までにさらに

約半年を要 し,市参事会がブラウン ･ボヴェリイへの発電所の建設 ･経常を市議会に提議 したのは,18

93年 10月10日のことであっ(67)た｡上級市長 F･アデイケス (FranzAdic

kes) は,ブラウン ･ボヴェ1)イによる発電所に対する保証が手厚い点を強調 して,市参事会

の提議を承認するよう市議会に求めたが,市議会の内部(68)でもジーメンス ･ハルスケを支持する声が

少なからずあ り,議論は紛糾 した｡そのため,議決は10月 12日の市議会にまで持ち越され,

その席でようや く市参事会の提議が受け入れられることとなった.これにより,ブラウン ･ボヴェ7)イへ

の発電所の建設 ･経営の委託と,そのための費(69)用 2,010,000マルクが最終的に承

認されたのである｡(3) 電力ネットワークの完成市議会での議決の後,ブラウン ･ポヴェリイはさっそ く市中央発電所の

建設工事に着手 した0(70,工事は 1894年中に完了 し,発電所は翌 95年 1月 1日から運転を開始 した｡発電所は,当初ブラ

注 (67) Mitt.Prot.StVV.Fh1.,§.591voIT110.101893,S.280f.(68

) MimProt.SⅣV.Ffm.,§.591vom10.10.1893,S.293ff.(69) Mitt.Prot.StVV.Ffm.,§.597vom12

.10.1893,S.302.(70) ElektrizitbtswerkFrankfurta.M.-SchlussberichtilberdenBaudesWerkesund



表 3 フランクフルト市発電所経営状況 (1895-1913年)

(単位 :1,000マルク)

年度 収 入 支 出
純 益照 明 動 力 屯流計賃貸 その他 総 計 経営卦 減価倣

却卦 総 計1895 466 61 19 28 574 2

68 306 5741896 467 102 28 12

609 272 337 6091897 569 157 37 2

0 783 333 349 682 471898 618

208 23 21 870 452 389 841 301899 8

03 494 31 18 1,346 522 698 1,220 751900 927 934 39 31 1,931 823 679 1,502 429

1901 1,045 1,152 46 42 2,285 857 662 1,519 7

671902 1,187 1,183 60 60 2,490 870 591 1,46

1 1,0171903 1,395 1,226 70 55 2,746 904 623

1,527 1,2191904 1,554 1,348 84 67 3,053 971

650 1,621 1,4311905 1,798 1,264 101 62 3,225

1,010 673 1,683 1,5621906 2,061 1,366 120 77

3,624 1,203 711 1,914 1,7101907 2,097 1,669 1

37 84 3,987 1,576 742 2,318 1,6691908 2,309 1

,861 153 91 4,414 1,452 789 2,241 2,1731909 2

,388 2,060 170 300 4,918 1,495 771 2,266 2,6521910 2,554 2,288 171 230 5,243 1,468 876 2,344 2,89

91911 2,809 2,558 173 261 5,801 1,598 935 2,533

3,2691912 3,089 2,684 183 328 6,284 1,838 1,021 2,859

3,425191

3 3,136 2,921 202 358 6,617 2,106 1,126 3,232 3,385往) 各年一皮とも4月 1Elから翌年 3月31日の期間を指す｡ただし,1895

年度のみ1895年1月 1円より翌年3月31円まで｡1LLi典) StatistischesHandbuchderStadtFrankLurLamMain,Ausg1,S80E.,Ausg.2,S

132ffより作成｡ウン ･ボヴェリイに賃貸 され同社が経常を担ったが,1899年

に公営化 され,それ以後は市が経(7H′削 こ携わることとなる｡表 2と図1から明らか

なように,第 1発電所の経営開始後の営業規模 と消資電力量は-nJして成長 し続けたO特に消費動向を示 した図

1に見 られるように,フランクフル トの電力需要は市街鉄道用電力,動力用電力,照明用電力の

3つにバランス良 く分布 し,負荷率の安定 した良好な経営が展開されていたことがうかがわれる

｡このことは,表 3に見 られる純益の着実な増加にも反映されている｡純益の増加は,市財政における電

力事業の位置づけも上昇 させた｡ブラウン ･ボヴェリイによる最終経営年度の 1898年度における市公営事

業の純益全体 に占める電力事業の比率は,僅か2.540/Oにす ぎなかったが,公営化によってその比率は飛昆

那勺に増大 し,公営化の翌々年の 1901年度には早 くも62.44%にまで達 し,第一次大戦直前の 1913年度

には実に 85.89%を占めるまで注 (71) フランクフルトは1895年に隣接するポッケンハイムを合併する

が,同地には1893年にラーマイヤーが建設した民設民′削fZ態の発屯所が存在した.同発'

屯所は1900年に公営化され,フランクフルト市節 2発花所となった.また,1899咋に公営化

された既存の発電所は第1発屯所とされた｡これによりフランクフルトには,第1と第2の2つの

市営発電所が存在することとなり,この内第2発花所はポッケンハイムの



(72)
に至った｡

このように,フランクフル トの電力事業は,当初から市域全体への給電が可能なシステムを構

築し,またその後の需要の飛躍的な増大にも十分に対処 しうるポテンシャルを有していたので,

長期的展望を視野に入れた戦略的経営が実現され,市財政にも大きな寄与をなしえたといえよ

う｡

むすびにかえて

本稿では,直流から交流へのシステム転換期における都市電力ネットワークの形成プロセスの

特質を明らかにするために,フランクフル トにおける電力事業の導入過程を検討してきた｡最後

に,冒頭で提示した論点に即して本稿の要点をまとめたい｡

第 1に電力事業導入の目的について,事業の検討が行われはじめた当初には,電灯による照明

だけが考慮されていたにすぎなかった｡その後,電動機の開発が進むと,中小営業家層及び市街

鉄道向けの動力としての用途に注目が集まり,電力事業は単なる照明事業としてだけではなく,

広義の都市計画全体と関連づけられるようになった｡

第 2に電力システムの選択については,市域全体に給電可能で,かつ簡明性と信摘性を備えた

システムの構築が何よりも重視されていた｡電気委員会や技術顧問の間では,システム論争の苛

烈さにもかかわらず,単一の発電所による市全域への電力供給が可能な交流システムに,当初か

ら期待がかけられていたのである｡そして博覧会での三相交流システムの長距離送電実験の成功

は,フランクフル ト市民に交流の優位を鮮烈に印象づけた｡だが,その後の経過では,まだ多分

に実験的性格が強かった三相交流システムや,電力ネットワークを複雑化させる交流と直流の混

在システムが選択肢から外され,交流システムの中でもそれまでの研究の蓄積から信順性があ

り,かつ簡明性を備えた単相交流による一元的システムが選択されることとなった｡

第 3に経営に関しては,事業に対する市の監骨権の保持が一貫して重視され続けた｡電力事業

の地域独占的性格が早くから認識されていたために,公設公営形態が強く望まれていたが,実際

にはブラウン･ボヴェリイに発電所運転開始当初の経営を委託することとなった｡だがその契約

では,経常開始5年後には無償で公営化することが認められており,また契約の解約権が毎年市

に与えられることとなっている｡この条件をガス事業のそれと比較すれば,市にとってこの契約

の持つ意義が明らかとなろう｡

1840年代にイギリスの民間企業インターコンチネンタル ･ガス ･アソシエーションによって

導入されたガス事業では,電力事業とは対照的に民設民営形態が採られた｡このため市内へのガ

ス供給は完全に同社の独占状態となり,価格体系やサービス内容をめぐり,市自治体の間で係争

が絶えなかった｡その上,1859年に更新された市とインターコンチネンタル ･ガス ･アソシエ

ーションの契約によって,同社に対する営業許可は1959年までの 100年間という長期に及び,

注 (72) StatistischesHandbuchderStadtFrankLurtamMain,Ausg.1(1907),S.80f.,288ff.;Ausg.2

(1928),S.132ff.,468f.

(551) 37



173)

契約期間中における契約解約権が市自治体に付与されなかった｡これと比較するならば,ブラウ

ン･ボヴェリイとの契約は,市にとって格段に有利な条件であったといえよう｡

第4に,以上の経緯によって構築されたフランクフル トの電力ネットワークは,その前後の事

例と対比してどのような特質を示 したのであろうか｡この点については,第 1節で取 り上げたダ

ルムシュタットとマンハイムの事例と比較 したい｡当初,フランクフル トではダルムシュタット

と同様,電力事業は照明のみを目的として導入されることとなっていた｡ しかし,フランクフル

トでは計画策定の初期段階から,事業の将来的発展が視野におさめられていたために,即時利用

可能な直流システムを安易に採用することなく,未だ実用化されていなかった交流システムの可

能性が追求されることとなった｡これにより,交流システムの黍明期という時期的な制約を受け

つつも単相交流システムが採用され,交流の優位が確立 した後に電力事業を導入 したマンハイム

と同様に,都市計画と有機的に連関し,かつ長期的な発展の余地を有する戟略的な電力事業が実

現されたのである｡そして,これを可能としたのが国際電気技術博覧会をはじめとする数々の調

査 ･実験の成果であった｡換言するならば,フランクフル トの電化は,広義の都市計画を可能と

する交流システムによる試行的電化だったといえよう｡こうして始動 したフランクフル トにおけ

る電力事業の,その後の展開の実態については今後の研究課題としたい｡

注 (73) A.Busch,'DieBetriebederStadtFrankfurta.M.',SclmPendesVereillSb'rSociaLf'oLiiik,Bd.129/3

(1909),S.136ff.
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